
















日米貿易協定附属文書において、 自動車、 自動車部品の関税について、 更

なる交渉で撤廃と書き込んだことをもって、政府は関税撤廃は日米合意と強

弁しています。昨年、臨時国会での代表質問に際し、総理は、日本の自動車、

自動車部品に対して、二百三十二条に基づく追加関税は課されないことを直

接 T 大統領から確認しましたと答弁しました。

将来の関税撤廃が日米合意であること、その間に追加関税は課されないこ

とを改めて総理に明言を求めます。

なお、セカンドラウンド交渉前に米国が農産物や金融サ ー ビス分野等で更

なるバ ー タ ー 条件を提示してくる可能性がありますが、応じるべきではあり

ません。

本年四月の S 主席来日に際し、 尖閣諸島周辺への公船侵入、 南シナ海での

覇権主義、 香港、 台湾、 ウイグル自治区への対応等、 これらの問題に関し、

総理はどのような主張をするつもりか、 伺います。

中国に関してもう 一 点伺います。

東京五輪開催前にデジタル人民元が中国国内で使用開始されると聞きま

す。 中国人観光客がデジタル人民元を日本で使おうとする可能性があり、 日

本の事業者がそれを受け入れ、 受領したデジタル人民元を中国の銀行の東京

支店等で円に交換すると、 事実上、 デジタル人民元が流通することになりま

す。 通貨主権という国家の根幹に関わる事態です。

これらに関して、 どのような情報を把握しており、 また、 どのように対処

しようとしているのか、 伺います。

日本は外交青書から北方四島は日本に帰属するという表現を削除しまし

た。 また、 総理は、 北方四島を固有の領土と表現しなくなりました。

ロシアと何を約束したのか、 なぜ固有の領土と言わなくなったのか、 今後

の北方領土返還交渉の方針とともに改めてお伺いします。

北朝鮮は短距離ミサイルを断続的に発射しています。 ところが、 同盟国米

国の T 大統領は、 ミサイルが ICBM、 大陸間弾道ミサイルではないこと、 核

実験を行っていないことをもって、K委員長は約束を守っていると発言して

います。 北朝鮮ミサイル問題に対する米国の立場について、 米国からどのよ

うな説明を受けているのか、 お伺いします。

レ ー ダ ー 照射事件に始まり、 慰安婦問題、 徴用エ問題、 東京五輪への対応

等々、 韓国の日本に対する姿勢には憂慮すべきものがあります。 今後の韓国

との向き合い方について、 総理の考えを伺います。

日本は、 輸出管理厳格化等の観点から、 重要な半導体材料である EUV レ
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光インフラを整えると述べ、 官房長官も記者会見等で世界レベルのホテルを

五十か所程度新設する方針を示しました。既に財政投融資計画において予算

化されており、 今後の財政に影響を与えるでしょう。

世界に冠たる、 世界レベルのホテルの定義、 五十か所程度が適切と考える

根拠、 及び建設主体として官民、 外資等、 どこを想定しているのか、 お伺い

します。

財政的見地から冷静な判断が必要なことは、 防衛予算も例外ではありませ

ん。 現下の国際情勢を考えると、 防衛力強化の必要性については認識を共有

します。 だからといって、 予算を無尽蔵に使えるわけでもありません。

令和二年度の防衛関係費は、 米軍再編経費等も含め五兆三千百億円、 過去

最高です。 米国からの武器等購入額は、 二0 ー ニ年度の千三百六十五億円か

ら二0 ー 九年度の七千十三億円と五倍以上に膨らんでいます。

購入済み装備品の後年度負担も過去最高の五兆二千百六億円、防衛予算 一

分に匹敵する規模です。 また、 米国の言い値で装備を購入するFMS、 対外

有償軍事援助への依存は、過度の財政負担と防衛産業の脆弱化を招いていま

す。

FMS 依存を改革する意思、 防衛装備を自主開発する意思があるか否か、 総

理の考えをお伺いします。

最後に、 政権の体質について付言します。

総理は、IRを経済活性化の目玉政策として推進してきました。 しかし、 今

回の事件を契機に、 世論調査ではカジノ設置に反対する国民が増えています。

一昨年七月のIR法案採決に際し、 KM党のYW議員が提案した三十一 項

目にわたる附帯決議の内容は、 今日の事態を予見した、 まさしく畑眼であっ

たと思います。

七項で「国、 都道府県等は、 海外のカジノ事業者が民間事業者に選定され

ることを目指した働きかけに対し、 収賄等の不正行為を防止し、 選定の公正

性 ・ 透明性を確保すること。」と記されたほか、 二十八項ではカジノ管理委

員会における審議の透明性確保、 三十項で国会及び国民に対する政府の説明

責任に言及しています。

しかし、 昨今の政権、 霞が関の隠蔽体質を鑑みると、 附帯決議二十八項と

三十項の実効性を確保することは極めて難しい状況です。 だからこそ、 野党

が提出しているIR廃止法案を審議し、 成立させるべきと考えますが、 総理

の認識を伺います。

公文書や役所の資料が平気で隠蔽、 改ざん、 廃棄される不祥事が続発して
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その後、 中国において患者が更に拡大していることを踏まえ、 昨日には、

武漠市に対する感染症危険情報レベルを二に引き上げ、不要不急の渡航はや

めるよう促すとともに、中国からの全ての航空便において機内アナウンスに

よる呼びかけや健康カ ー ドの配布を行うよう各航空会社に要請すること、全

国で患者の検査を可能とする体制を整備することなど、検疫における水際対

策や国内における検査体制の更なる強化を図ることとしました。

また、 昨日から本日にかけて、 世界保健機構、 WHO は、 今般の新型コロ

ナウイルスに関して緊急委員会を開催し、 現状について、 国際的に懸念され

る公衆衛生上の緊急事態を宣言する状況にはないが、 人から人への感染症は

認められると発表しました。 また、 中国以外の国に対し、 感染の拡大を防止

するため、 積極的なサ ー ベイランス等が重要である旨の助言を行いました。

本日、 このような発表を受け、 改めて関係閣僚会議を開催し、 水際対策の

一 層の徹底、 サ ー ベイランス強化のための検査体制の整備、 日本人渡航者、

滞在者の安全確保など、 万全の対応を講じるよう指示を行ったところです。

引き続き、 新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けて、 全力を挙げて

まいります。

若手研究者への資金配分の重点化についてお尋ねがありました。

科学技術立国日本の未来は、これからの若い力 に懸かっていると言っても

過言ではありません。 そうした観点から、 政府として、 昨日、 若手研究者に

対する新しい支援パッケ ー ジを決定し、産業界やアカデミアと 一 体となって

手研究者の支援を強化していきます。

予算規模は、 それぞれの年度における予算編成の中で決まるものであるた

め、 現時点で一 概に申し上げることはできませんが、 二0二五年度までに若

手研究者向けの安定的なポストを五千人分以上増やします。博士を目指す全

ての学生が生活面での心配をすることなく研究に打ち込めるよう、多様な財

源を活用し、 奨学金などの支援も大幅に拡充していきます。 さらに、 若手研

究者を煩雑なペ ー パ ー ワ ー クから解放し、 最長十年間、 腰を据えて自由な発

想で挑戦的な研究に取り組める新しい研究制度も創設します。

科学技術関係予算をこうした形で若手研究者に重点的に配分していくこ

とで、若い皆さんが将来に夢や希望を持って研究の道に飛び込むことができ

る環境づくりを進めてまいります。

5Gについてお尋ねがありました。

イノベーションをめぐる国際競争が激しさを増す中で、 5G 分野では、 こ

れまで研究開発においても、 またインフラ整備の面でも、 米国や中国などに
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AI や IoT などのイノベ ー ションは、 加速度的な進歩を遂げると同時に、

経済社会の全体にわたって革新的な変化をもたらします。 そうした意味で、

科学技術の発展は、今や法律や倫理など社会との関係が密接不可分となって

います。 そのため、 イノベ ー ションの創出のほか、 人文科学を振興対象に加

えることなどを内容とする科学技術基本法改正案について、今国会への提出

を検討しています。

日本を取り巻く研究環境については、 御指摘のとおり、 基礎研究力の相対

的な地位の低下が懸念されています。 だからこそ、 先ほど も申し上げたとお

り、次の世代を担う若い皆さんが将来に夢や希望を持って研究の道に飛び込

むことができる環境づくりを進めていくことが重要であると考えます。

とりわけ、 グロ ー バル化が進む時代にあって、 海外で研さんをする機会を

大胆に充実していくほか、 世界中から優秀な人材を集めるため、 産業界とア

カデミアの連携を強化する中で、これまでのしがらみにとらわれることなく、

世界水準の待遇を得られるようにするなどの取組を進めてまいります。

全世代型社会保障制度改

全世代型社会保障は、 人

を中心に据えて、 年金、

の内容についてお尋ねがありました。

年時代の到来を見据えながら、 働き方の変化

、 介護、 社会保障全般にわたる改革を進めるも

のです。 したがって、 各分野がばらばらではなく全体が 一 体となって全ての

世代が安心できる改革となるものです。

以下、 具体的に申し述べます。

年金については、 多様な就労に対応し、 高齢期の経済基盤の充実を図るこ

とができるための環境整備を進めるため、厚生年金の適用について従業員

十人を超える企業までの段階的拡大、年金受給開始時期の上限の七十五歳へ

の引上げ、 在職老齢年金の見直し等を行ってまいります。

雇用に関しては、働く意欲のある高齢者が年齢にかかわらず働くことがで

きる環境を整えるために七十歳までの就業機会の確保を図り、労働施策総合

推進法を拡大して大企業に中途採用 ・経験者採用比率の開示を求め、 多様で

柔軟な働き方が可能となるような見直しを行い、兼業や副業で働く方につい

てはセ ー フティ ー ネットを構築するための法制化を進めます。

さらに、 介護については、 地域共生社会の実現に向けて、 制度の持続可能

性を確保しながら、 介護予防、 健康づくりの推進、 地域の実情に応じた介護

基盤の整備、 介護人材の確保等を柱として改革を進めてまいります。

なお、 医療については、 全世代型社会保障検討会議の中間報告に示された

方向性に基づき、七十五歳以上の高齢者であっても 一 定所得以上の方につい

14 





のような年齢層の方がどれくらいの期間在留するのか等が不明なことから、

その影響を定量的にお示しすることは困難です。

方、 外国人の 医療問題など、 制度創設時には必ずしも想定されていなか

った制度の適用やサ ー ビスヘのアクセス等の課題に対しては、 それぞれの制

度において必要に応じて諸外国の状況や対応等も調査し、 その結果も踏まえ

ながら必要な対策を講じてきているところです。

保険証の在り方についてお尋ねがありました。

来年三月からはマイナン バー カ ー ドの健康保険証としての利用を開始い

たします。 これにより、 本人確認の精度が向上し、 いわゆる成り済まし受診

の防止につながるものと考えております。 また、 住民票を有する外国人につ

いてはマイナンバ ー カ ー ドの取得が可能となっていることから、 その普及に

より、外国人も含めた医療保険制度の適切な運用が強化されるものと考えて

います。

年金制度における日本人と外国人の公平性の 考え方についてお尋ねがあ

りました。

公的年金に上乗せするiDeCoについては、公的年金に加入することができ

ない方で 一 定の要件を満たす場合に引き出すことができるよう見直しを検

討しています。 これは、 公的年金に加入できないことを要件とするものであ

り、 他の社会保障制度と同様、 日本人と外国人で国籍によって差を設けるも

のではありません。

税収構造についてお尋ねがありました。

各税目の税収は、 時々の経済社会の変化を踏まえつつ改正を行ってきた結

果を反映したものですが、 所得税や法人税の税収が減少した背景には、 制度

改正要因を加え、 バ ブル期以降の資産価格の下落等、 経済情勢の要因もある

ことに留意が必要です。

消費税については、急速な高齢化等を背景に社会保障給付費 が大きく増加

する中で、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に

分かち合うという観点で、 社会保障の財源 と位置付けています。 その上で、

全世代型社会保障へと転換するための安定財源として税率 ー 0%への引上

げを行ったところです。

少子高齢社会における国の財源調達においては、 所得税、 法人税、 消費税

のいわゆる基幹三税の中でも、税収が景気や人口構成の変化に左右されにく

く安定している、 働く世代など特定の層に負担が集中 するこ となく、 経済活

動に中立的等の特徴を有する消費税の役割が 一層重要に なっているこ とは
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ル ー ルに基づく貿易の重要性を 一 貫して主張してまいりました。 そして、

TPPll、 欧朴1とのEPA、 日米貿易協定の成立を主導し、 三つを合わせれば世

界経済の六割に及ぶ自由貿易圏の中心にあって、日本は自由貿易の旗手とし

て取り組んできたと考えております。

その際、 成長著しい新興国などとの競争環境を確保する観点からも、 知的

財産の保護、 環境 ・ 労働規制、 国有企業の規律など、 幅広い分野にわたる公

正なル ー ルの整備を重視してまいりました。 これらは、 いずれも関税の引下

げが中心であったかつての自由貿易協定には含まれなかったようなル ー ル

であり、 まさに二十 一 世紀型の経済秩序であると考えております。

日米貿易協定についてお尋ねがありました。

自動車、 自動車部品については、 既に日米貿易協定において、 単なる交渉

の継続ではなく、 更なる交渉による関税撤廃を明記しています。 今後、 関税

撤廃がなされることを前提に、具体的な撤廃時期等について交渉を行うこと

となります。

また、 昨年九月の日米共同声明には、 協定が確実に履行されている間、 両

協定及び本共同声明の精神に反する行動を取らないとの記載があります。 こ

の意味については、 日米首脳会談において、 日本の自動車、 自動車部品に対

して二三二条に基づく追加関税は課されないという趣旨であることを、私か

ら直接 T 大統領に確認しております。

（中国の） S 国家主席の来日についてお尋ねがありました。

日本と中国は、 地域や世界の平和と繁栄に共に大きな責任を有しています。

日中両国がこうした責任を果たしていくことが、現在のアジアの状況におい

て、そして国際社会からも強く求められています。 S 国家主席の国賓訪問を、

その責任をしっかり果たすとの意思を内外に明確にしていく機会としたい

と考えています。

同時に、 中国との間には、 御指摘のものも含め様々な懸案が存在をしてい

ます。 こうした懸案については、 これまでも私から首脳会談の際に中国側に

累次にわたり提起してきています。 引き続き、 主張すべきはしつかりと主張

し、 中国側の前向きな対応を強く求めていきます。

デジタル人民元についてお尋ねがありました。

デジタル人民元については、現時点では中国国内の決済用として発行を計

画しているものと承知しており、 日本において、 信用と利便性の高い円に代

わる決済手段として直ちに広く普及するとは考えておりません。

なお、 このようなデジタル通貨については、 金融技術革新による決済の効
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れば輸出を許可しています。 我が国として、 引き続き、 国際レジ ー ムの下で

厳格に輸出管理の運用に努めてまいります。

自衛隊の中東派遣についてお尋ねがありました。

エネルギ ー 資源の多くを中東に依存する我が国としては、地域における緊

張の高まりを深く憂慮しています。 中東地域における日本関係船舶の安全の

確保のため、 我が国独自の取組として、 更なる外交努力、 航行安全対策の徹

と併せて、 自衛隊による情報収集態勢の強化を実施します。

この自衛隊による情報収集活動は、防衛省設置法の調査研究の規定に基づ

き実施するものであり、 また、 不測の事態の発生など状況が変化する場合の

対応として、 自衛隊による更なる措置が必要と認められる場合には、 自衛隊

法の規定に基づき海上警備行動を発令して対応することとなります。

これらの活動において自衛隊がとる措置は、国内法上及び国際法上許容さ

れるものとして実施する必要があります。 特に、 日本関係船舶の防護のため

の措置は、国際法上の旗国主義の原則を踏まえ対処することが基本となりま

す。

なお、この旗国主義を踏まえた対応は国内法で変更できるものではありま

せん。

その上で、 自衛隊員の使命は国民のリスクを下げることであり、 このため

自衛隊員の任務は常にリスクを伴うものですが、 今般の活動においても、 き

め細やかな準備や安全確保対策により 、 対応に万全を尽くしてまいります。

独立財政機関についてお尋ねがありました。

院内における機関の設置については、 国会において御議論をいただくべき

事柄であり、 政府としてお答えすることは差し控えさせていただきます。

その上で、 政府としては、 経済財政諮問会議において、 専門的、 中立的な

知見を有する学識経験者なども参画する下で、経済財政運営について議論を

行っています。

御指摘の経済や財政の見通しについては、 内閣府において、 経済財政諮問

議の議論を踏まえた上で、過去の実績や足下の経済状況に基づく現実的な

想定の下で作成しているところです。

人口減少時代に対応した市街地開発、宅地造成をめぐる規制等についてお

ねがありました。

地方においては、 人口の増加に伴い市街地が郊外へ拡散してきましたが、

今後は、 人口減少により拡散した市街地で居住の低密度化が進み、 生活 ・ 行

政サ ー ビスの維持が困難になる可能性があります。
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